
４、歯科医療の役割 

 

日本歯科医師会のHP 

http://www.jda.or.jp/dentist/index_2.html 

によれば、世界歯科連盟によって、 

「歯・顎・口腔の疾病・奇形・傷害を予防し、診断し、治療し、失われた歯と関連する組織を代わりの物

で補うという医療行為を行う医師のことを言う。」 

というように歯科医師が定義されています。 

これから考えると歯科医療というのは、 

「歯・顎・口腔の疾病・奇形・傷害を予防し、診断し、治療し、失われた歯と関連する組織を代わりの物

で補うという行為」 

といえそうです。 

 

これからの歯科保険制度を考えるうえで、要点となる歯科医療の役割を３つ挙げてみます。 

 

① 歯を失わないようにする 

http://www.jda.or.jp/dentist/index_2.html


 

 



 

（平成２３年５月１８日中医協資料「わが国の医療についての基本資料」より引用） 

 

さて、当たり前の話のようですが、ひとは、自分の歯が多くあるほうが健康であることが、エビデンスをもって

証明されてきました。下図のように歯を失う原因の約９割がむし歯と歯周病です。ということは、むし歯や

歯周病を治すか、もしくはむし歯や歯周病にならなければ、多くのひとが健康に過ごせるわけです。むし歯

と歯周病になってしまったら、早期に治療することが重要ですが、それらにならないようにすることのほうがい

いのですよね。つまり、 

歯を失わない→むし歯や歯周病を治す→むし歯や歯周病にしない 

 

これが歯科医療の大きな役割のひとつなのです。 



 

 

② 失った歯を補う 

 

では、不幸にして歯が無くなってしまった場合は、どうなのでしょう。 

 

（平成２３年５月１８日中医協資料「わが国の医療についての基本資料」より引用） 



 

歯がなくなってしまった場合は、補綴（つまり入れ歯をする）をすることで、健康を保つことができることも

上図のようにエビデンスが示されています。 

よく、補綴は医療ではないというひとがいますが、補綴という行為は、ひとの健康に役立つりっぱな医療行

為なのです。 

 

③ 口腔を管理する 

 

 

 



 

（平成２３年５月１８日中医協資料「わが国の医療についての基本資料」より引用） 

 

いわゆる口腔ケア（口腔ケアについての詳細は７章の予定）を行うと、医科の手術後の合併症が減少

したり、誤嚥性肺炎が減少することもわかってきました。歯を削って治すこと以外にも「歯・顎・口腔の疾

病・奇形・傷害を予防し、診断し、治療」するという歯科医療が、健康に大いに貢献しているのです。 

 

歯科医師法の第一条には、こうあります。 

「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、も

つて国民の健康な生活を確保するものとする。」 

 

逆にいうと、「国民の健康な生活を確保する」ために、歯科医師は、 



① 歯を失わないようにする。 

② 失った歯を補う。 

③ 口腔を管理する。 

という歯科医療の役割を果たさなければならないのです。 

 

次章から、それらの役割と制度をどう「繋げる」かを論じていきます。 


